
お問合せ 社会福祉法⼈島⽥市社会福祉協議会 

  〒427-0056 島⽥市⼤津通2番の１   

   電話：0547-35-6247  FAX:0547-34-3261

   mail:fureai@shimada-shakyo.jp

令和５年度 島⽥市社会福祉協議会
会費へのご協⼒をお願いします。

１世帯300円のご協⼒をお願いします。

社協事業の様⼦は

SNSをご覧ください

島田市社協は、このまちに住むみなさんと共に地域福祉を推進し、
誰もが安心して暮らしていける「福祉のまちづくり」を目指しています。

 

ご協⼒いただいた会費は、⼦どもたちへの福祉教育や
地域の中の⽀え合い事業等に活⽤させていただきます。

回覧
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会費の⾦額 団体会費 １⼝�2,000円
���������������������������施設会費 １⼝�5,000円 

社協事業の様⼦は

SNSをご覧ください

島田市社協は、このまちに住むみなさんと共に地域福祉を推進し、
誰もが安心して暮らしていける「福祉のまちづくり」を目指しています。

 

ご協⼒いただいた会費は、⼦どもたちへの福祉教育や
地域の中の⽀え合い事業等に活⽤させていただきます。
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 会費の⾦額 特別会費 １⼝�3,000円（法⼈）
       賛助会費 １⼝�1,000円（篤志家）  

特別会費及び賛助会費は下記のとおり税制上の優遇が受けられます。

★特別会費：法⼈税上の損⾦算⼊ができます。（法⼈税法第37条第１項及び第４項該当）

★賛助会費：所得税上の寄付⾦控除が受けられます。（所得税法第78条第２項第３号該当）


